
し
た
額
以
下
に
な
る
場
合
に
、
所
得
割
を
非
課
税
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

平
成
十
六
年
ま
で
そ
の
適
用
が
停
止
さ
れ
て
い
る
土
地
、
建
物
等
に
係
る
長
期
譲
渡
所
得
に
対

す
る
税
率
に
つ
い
て
、
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
が
八
千
万
円
を
超
え
る
部
分
の
税
率
三
％
を
廃

止
す
る
と
と
も
に
、
当
該
部
分
の
税
率
を
二
％
と
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

４
　
自
動
車
取
得
税

（一）

低
燃
費
車
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平

成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
に
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

平
成
十
三
年
度
自
動
車
排
出
ガ
ス
規
制
に
適
合
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
、
税
率
を
軽
減
す
る
特

例
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
十
五
年
度
自
動
車
排
出
ガ
ス
規
制
に
適
合
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
税
率
を

軽
減
す
る
特
例
措
置
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
た
。

ア

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
取
得
し
た
場
合
　
控
除
率
一

・
〇
％

イ

平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
二
月
二
十
九
日
ま
で
に
取
得
し
た
場
合
　
控
除
率

一
・
〇
％

５
　
そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

６

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
１
に
つ
い
て
は

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
　
　
　
号
）
の
施
行
の

日
か
ら
、
２
の
（二）
に
つ
い
て
は
都
市
再
開
発
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
　
　
　
号
）
第
一
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
号
）（
税
務
課
）

１

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ

と
と
し
た
。

（一）

山
梨
県
低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

（二）

山
梨
県
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

山
梨
県
工
業
等
導
入
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

三
月
三
十
一
日

号
外
第
二
十
四
号

日　曜　日

目
　
　
　
次

条
　
　
　
例

○
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
等
の
…
…
…
…
二

一
部
を
改
正
す
る
条
例

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

条
例
の
あ
ら
ま
し

○
　
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
九
号
）（
税
務
課
）

１
　
法
人
の
県
民
税

県
内
に
収
益
事
業
を
行
う
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
公
益
法
人
等
に
法
人
税
割
を
課
す
こ
と

と
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
公
益
法
人
等
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
不
動
産
取
得
税

（一）

住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
の
取
得
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置
対
象
と
な
る
要
件
に
つ
い
て
、
土

地
を
取
得
し
た
者
が
当
該
土
地
に
新
築
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
も

適
用
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

ア

土
地
の
取
得
者
が
引
き
続
き
所
有
し
て
い
る
当
該
土
地
に
当
該
土
地
の
取
得
者
以
外
の
者
が

住
宅
を
新
築
し
た
場
合

イ
　
土
地
の
取
得
者
か
ら
当
該
土
地
を
取
得
し
た
者
が
住
宅
を
新
築
し
た
場
合

（二）

都
市
再
開
発
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
者
に
再
開
発
会
社
が
追
加

さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

当
該
再
開
発
会
社
が
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
に
伴
っ
て
取
得
し
た

不
動
産
を
一
定
の
期
間
内
に
一
定
の
者
に
譲
渡
し
た
場
合
等
に
納
税
義
務
を
免
除
す
る
等
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

３
　
個
人
の
県
民
税

（一）

県
民
税
の
所
得
割
を
課
す
べ
き
者
の
所
得
金
額
が
、
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
数
に

一
を
加
え
た
数
に
三
十
五
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額
に
三
十
六
万
（
改
正
前
三
十
二
万
円
）
を
加
算

三（ ） 三（ ）



山
梨
県
条
例
第
二
十
九
号

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
県
税
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
四
項
中
「
団
地
管
理
組
合
法
人
」
の
下
に
「
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
」
を
加
え
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
各
号
の
一
」
を
「
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
土
地

を
取
得
し
た
者
が
当
該
」
を
削
り
、「
を
新
築
し
た
場
合
」
を
「
が
新
築
さ
れ
た
場
合
（
当
該
取
得
を
し

た
者
（
以
下
本
号
に
お
い
て
「
取
得
者
」
と
い
う
。）
が
当
該
土
地
を
当
該
特
例
適
用
住
宅
の
新
築
の
時

ま
で
引
き
続
き
所
有
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
特
例
適
用
住
宅
の
新
築
が
当
該
取
得
者
か
ら
当
該
土
地

を
取
得
し
た
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。）」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
を
新
築
し
」
を
「
が

新
築
さ
れ
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
二
項
中
「
を
新
築
す
る
こ
と
」
を
「
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
の
六
の
見
出
し
中
「
市
街
地
再
開
発
組
合
」
を
「
市
街
地
再
開
発
組
合
等
」
に
改
め
、

同
条
第
一
項
中
「（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
組
合
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、「
市
街
地
再
開
発
事
業
」
を

「
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
種
市
街
地
再

開
発
事
業
（
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
」
と
い
う
。）」
に
、「
当
該

組
合
」
を
「
当
該
市
街
地
再
開
発
組
合
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
五
項
、

第
七
項
又
は
第
九
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
二
項
」
の
下
に

「（
第
六
項
、
第
八
項
又
は
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、「
あ
わ
せ
て
」
を

「
併
せ
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
項
」
の
下
に
「（
第
六
項
、

第
八
項
又
は
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、

同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
六
項
を
加
え
る
。

５

知
事
は
、
都
市
再
開
発
法
第
五
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
再
開
発
会
社
（
以
下
本
項
か
ら
第

十
項
ま
で
に
お
い
て
「
再
開
発
会
社
」
と
い
う
。）
が
、
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
に
伴
い

施
設
建
築
物
の
敷
地
を
取
得
し
、
又
は
施
設
建
築
物
を
新
築
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
不
動
産
の

取
得
の
日
か
ら
敷
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
三
年
、
施
設
建
築
物
の
取
得
に
あ
つ
て
は
六
月
以
内
に
同

法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
当
該
不
動
産
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
当
該
再
開
発
会

社
に
よ
る
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
に
係
る
徴
収
金
の
納
税
義
務
を
免
除
す
る

も
の
と
す
る
。

６

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
再
開
発
会
社
が
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
に
伴

い
施
設
建
築
物
に
係
る
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
不
動
産
取
得
税
額
の
徴
収
猶
予
及
び
当

該
不
動
産
取
得
税
に
係
る
徴
収
金
の
還
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

７

知
事
は
、
再
開
発
会
社
が
、
都
市
再
開
発
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
第
二
種
市
街
地
再
開
発

事
業
（
次
項
か
ら
第
十
項
ま
で
に
お
い
て
「
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
伴

い
施
設
建
築
物
（
同
法
第
百
十
八
条
の
七
第
一
項
第
三
号
の
建
築
施
設
の
部
分
を
除
く
。
以
下
本
項

及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
敷
地
を
取
得
し
、
又
は
施
設
建
築
物
を
新
築
し
た
場
合
に
お
い
て
、

同
法
第
百
十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
建
築
工
事
の
完
了
の
公
告
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内
に

同
法
第
百
十
八
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
当
該
不
動
産
を
譲
渡
し
た
と
き
は
、
当
該
再

開
発
会
社
に
よ
る
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
に
係
る
徴
収
金
の
納
税
義
務
を
免

除
す
る
も
の
と
す
る
。

８

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
再
開
発
会
社
が
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
に
伴

い
施
設
建
築
物
に
係
る
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
不
動
産
取
得
税
額
の
徴
収
猶
予
及
び
当

該
不
動
産
取
得
税
に
係
る
徴
収
金
の
還
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中

「
敷
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
三
年
、
施
設
建
築
物
の
取
得
に
あ
つ
て
は
六
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
、

「
都
市
再
開
発
法
第
百
十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
建
築
工
事
の
完
了
の
公
告
が
あ
つ
た
日
の
翌
日

ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

９

知
事
は
、
再
開
発
会
社
が
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
に
伴
い
都
市
再
開
発
法
第
百
十
八

条
の
七
第
一
項
第
三
号
の
建
築
施
設
の
部
分
（
以
下
本
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
建
築
施
設
の
部
分
」

と
い
う
。）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
同
法
第
百
十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
建
築
工
事
の
完
了

の
公
告
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
に
同
法
第
百
十
八
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
受
け
予
定
者
が
当

該
建
築
施
設
の
部
分
を
取
得
し
た
と
き
又
は
再
開
発
会
社
が
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
に

伴
い
同
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
公
共
施
設
（
以
下
本
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
公
共
施
設
」

と
い
う
。）
の
用
に
供
す
る
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
同
法
第
百
十
八
条
の
二
十
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
公
共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
工
事
の
完
了
の
公
告
の
日
の
翌
日
に
国
、
地
方
公
共
団
体

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
当
該
不
動
産
を
取
得
し
た
と
き
は
、
当
該
再
開
発
会
社
に
よ
る
当
該
不

動
産
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
に
係
る
徴
収
金
の
納
税
義
務
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

10

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
再
開
発
会
社
が
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
に
伴

い
建
築
施
設
の
部
分
を
取
得
し
た
場
合
又
は
公
共
施
設
の
用
に
供
す
る
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
に

お
け
る
不
動
産
取
得
税
額
の
徴
収
猶
予
及
び
当
該
不
動
産
取
得
税
に
係
る
徴
収
金
の
還
付
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
敷
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
三
年
、
施
設
建
築
物
の

取
得
に
あ
つ
て
は
六
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
、「
建
築
施
設
の
部
分
の
取
得
に
あ
つ
て
は
都
市
再
開
発

法
第
百
十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
建
築
工
事
の
完
了
の
公
告
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
ま
で
、
公
共

施
設
の
用
に
供
す
る
不
動
産
の
取
得
に
あ
つ
て
は
同
法
第
百
十
八
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

公
共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
工
事
の
完
了
の
公
告
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
九
号
」
を
「
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
十

一
号
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
七
条
第
二
項
中
「
の
規
定
に
お
い
て
」
を
「
に
お
い
て
」
に
、「
第
三
百
六
十
四
条
第
三
項
」

を
「
第
三
百
六
十
四
条
第
五
項
」
に
、「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

二



附
則
第
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
三
十
二
万
円
」
を
「
三
十
六
万
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
第
二
項
中
「
土
地
を
取
得
し
た
者
が
」
を
「
土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、」
に
、「
を
新

築
し
た
」
を
「
が
新
築
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
の
四
第
一
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と

し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

土
地
を
取
得
し
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
当
該
土
地
の
上
に
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
（
当
該
取

得
を
し
た
者
（
以
下
本
号
に
お
い
て
「
取
得
者
」
と
い
う
。）
が
当
該
土
地
を
当
該
住
宅
の
新
築
の

時
ま
で
引
き
続
き
所
有
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
住
宅
の
新
築
が
当
該
取
得
者
か
ら
当
該
土
地
を

取
得
し
た
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
限
り
、
次
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）

附
則
第
十
条
の
四
第
三
項
中
「
、
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
二
号
」
を
加
え
、「
地
方
団
体

の
」
を
削
り
、「
附
則
第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
又
は
第
二
号
」
を
加
え
、「
、「
こ
れ
ら
」

と
あ
る
の
は
「
同
号
」
と
」
を
削
り
、「
を
新
築
す
る
こ
と
又
は
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
既
存
住
宅
等
を

一
年
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
あ
る
」
を
「
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
以
内
に
住
宅
」
と
、「
既
存
住
宅
等
を

一
年
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
」
に
、「
第
六
十
二
条
第
一
項
中
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
」
と
、

同
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
六
十
二
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
以
下
本
条
、」
を
削
り
、「
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
」
を
「
の
百
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
」
に
改
め
、
各
号
を
削

り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
に
」
を
「
前
条
に
」
に
、「
前
条
第
一
項
各
号
及
び
同

条
第
二
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
」
に
、「
第
三
十
一
条

の
二
第
二
項
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま

で
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
五
第
五
項
中
「
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
取
得
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
を
「
取
得
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
削

り
、
同
条
第
九
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
取
得

（
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。）
に
対
し
て
課
す
る

自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
内
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、

第
百
五
十
条
の
五
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
本
項
の
規
定
の
適
用

が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
か
ら
、
当
該
各
号
に

掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
率
と
す
る
。

一
　
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
　
百
分
の
一

二
　
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
二
月
二
十
九
日
ま
で
　
百
分
の
〇
・
一

附
則
第
十
二
条
の
十
七
第
一
項
中
「
第
十
二
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。）」
を
「
第
十
二
条
の
二
」
に
、「
同
条
第
一
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
」

に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
第
四
項
の
改

正
規
定
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
　
　
　
号
）

の
施
行
の
日
か
ら
、
第
六
十
二
条
の
六
の
改
正
規
定
は
都
市
再
開
発
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
　
　
　
号
）
第
一
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
中
個

人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
平
成
十
三
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始

し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、

施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

新
条
例
第
百
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
四
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

新
条
例
附
則
第
十
二
条
の
五
第
五
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取

得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て

課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
の
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
県
税
条
例
附
則
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に
規
定

す
る
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

三



山
梨
県
条
例
第
三
十
号

山
梨
県
低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三

十
八
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
租
税
特
別
措
置
法
」
を
「
租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四

年
法
律
第
　
　
　
号
）
附
則
第
七
条
第
七
項
又
は
第
二
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
に
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
条

例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
四
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
の
第
四
号
」

を
「
第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
三
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
の
第
三
号
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
工
業
等
導
入
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

山
梨
県
工
業
等
導
入
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
山

梨
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
の
第
二
号
」
を
「
第

十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
」
に
、「
平
成
十
四
年
三
月

三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
四
十
号

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
主
幹
」
を
「
税
務
シ
ス
テ
ム
開
発
監
、
総

括
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
第
四
号
中
「
看
護
婦
」
を
「
看
護
師
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
助
産

婦
」
を
「
助
産
師
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
中
「
第
六
十
二
条
の
六
第
五
項
」
を
「
第
六
十
二
条
の
六
第
十
一
項
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十
二
条
の
六
第
六
項
」
を
「
第
六
十
二
条
の
六
第
十
二
項
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
第
六
十
二
条
の
六
第
七
項
」
を
「
第
六
十
二
条
の
六
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
二
の
二
の
見
出
し
中
「
指
定
」
を
「
指
定
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
経
営
す
る
者
」

の
下
に
「（
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
経
営
者
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
四
項
を
加

え
る
。

２

条
例
第
百
十
五
条
の
二
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
市
町
村
は
、
富
士
吉
田
市
、

塩
山
市
、
都
留
市
、
山
梨
市
、
大
月
市
、
韮
崎
市
、
石
和
町
、
市
川
大
門
町
、
増
穂
町
、
櫛
形
町
及

び
東
京
都
西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
と
す
る
。

３

条
例
第
百
十
五
条
の
二
第
三
項
第
七
号
に
規
定
す
る
旅
客
輸
送
に
要
す
る
費
用
の
算
出
は
、
経
営

者
ご
と
に
、
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
十
九
号
）
第
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
当
該
事
業
に
係
る
経
常
的
な
費

用
を
全
路
線
に
係
る
年
間
の
走
行
距
離
で
除
し
て
得
た
額
に
路
線
ご
と
に
当
該
路
線
の
年
間
の
走
行

距
離
を
乗
じ
る
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４

条
例
第
百
十
五
条
の
二
第
三
項
第
七
号
に
規
定
す
る
旅
客
輸
送
に
よ
り
得
ら
れ
る
収
益
の
算
出
は
、

経
営
者
ご
と
に
、
旅
客
輸
送
に
よ
る
運
賃
収
入
を
基
準
と
し
て
路
線
ご
と
に
別
に
定
め
る
方
法
に
よ

り
算
定
し
た
額
に
、
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
会
計
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
を

整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
当
該
事
業
に
係
る
営
業
活
動
以
外
の
原
因
か
ら
生
じ
る
経
常
的
な

収
益
を
全
路
線
の
年
間
の
走
行
距
離
に
占
め
る
路
線
ご
と
の
年
間
の
走
行
距
離
の
割
合
を
基
準
と
し

て
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
按
分
し
た
額
を
加
え
る
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

５

条
例
第
百
十
五
条
の
二
第
三
項
第
七
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
バ
ス
路
線
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
算
出
さ
れ
た
収
益
に
県
及
び
市
町
村
が
地
方
バ
ス
路
線
維
持
の
た
め
に
交
付
す
る
補
助
金
を

加
え
た
額
に
対
す
る
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
費
用
の
占
め
る
割
合
が
二
十
分
の
十
一
以

上
で
あ
る
バ
ス
路
線
と
す
る
。

第
六
十
三
号
様
式
中
「
山
梨
県
県
税
条
例
第
６
２
条
の
　
第
５
項
」
を
「
山
梨
県
県
税
条
例
第
６
２

条
の
　
第
　
項
」
に
、「
譲
渡
を
受
け
た
組
合
員
」
を
「
譲
渡
を
受
け
た
者
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
号
様
式
中
「
山
梨
県
県
税
条
例
第
６
２
条
の
　
第
６
項
」
を
「
山
梨
県
県
税
条
例
第
６
２

条
の
　
第
　
項
」
に
、「
譲
渡
を
受
け
る
組
合
員
」
を
「
譲
渡
を
受
け
る
者
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
号
様
式
中
「
山
梨
県
県
税
条
例
第
６
２
条
の
　
第
７
項
」
を
「
山
梨
県
県
税
条
例
第
６
２

条
の
　
第
　
項
」
に
、「
譲
渡
を
受
け
た
組
合
員
」
を
「
譲
渡
を
受
け
た
者
」
に
改
め
る
。

第
九
十
七
号
様
式
中
「
４
月
１
日
か
ら
４
月
７
日
ま
で
に
お
け
る
」
を
「
４
月
１
日
か
ら
４
月
３
日

ま
で
に
お
け
る
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

四

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
県
税
条
例
第
６
２
条
の
　
第
５
項

山
梨
県
県
税
条
例
第
６
２
条
の
　
第
６
項

山
梨
県
県
税
条
例
第
６
２
条
の
　
第
７
項

４
月
１
日
か
ら
４
月
７
日
ま
で
に
お
け
る

譲
渡
を
受
け
た
組
合
員

譲
渡
を
受
け
る
組
合
員

譲
渡
を
受
け
た
組
合
員

条
の
　
第
　
項

条
の
　
第
　
項

条
の
　
第
　
項

ま
で
に
お
け
る

譲
渡
を
受
け
た
者

譲
渡
を
受
け
る
者

譲
渡
を
受
け
た
者

山
梨
県
県
税
条
例
第
６
２

山
梨
県
県
税
条
例
第
６
２

山
梨
県
県
税
条
例
第
６
２

４
月
１
日
か
ら
４
月
３
日



附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
改

正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
十
二
条
の
八
及
び
第
六
十
三
号
様
式
か
ら
第
六
十
五
号
様
式
ま
で
の

改
正
規
定
は
都
市
再
開
発
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
　
　
　
号
）
第
一
条

の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

五



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

六


